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（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用    語 用語の意味 

１７ 初期契約解除 

当社から送付する契約内容通知書面の受領から一定の期間、

お客さまの請求により、当社の合意なくお客さまの都合のみによ

り契約解除できること 

 

（お客さまが行う解約） 

第１３条 お客さまが第１０条（契約期間）の光ネットサービスの提供開始日の前日または第１４条（当社が行う解

約）第２項の契約期間の満了日を待たずして本契約を解約するときは、あらかじめ本サービス取扱所に通知

していただきます。その通知があった暦日をもって本契約は解約されるものとします。 

２ 前項の場合、本サービスの契約期間は解約した日の前日までとします。 

３ お客さまは、契約内容通知書を受領した日から起算して８日を経過するまでの間、書面により本契約の解除

を行うことができます。この場合、当社は、本契約の解除までの期間に提供した本サービスに係る料金などを

請求いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用    語 用語の意味 

１７ 初期契約解除 

当社からの契約内容通知の受領から一定の期間、お客さまの請

求により、当社の合意なくお客さまの都合のみにより契約解除で

きること 

 

（お客さまが行う解約） 

第１３条 お客さまが第１０条（契約期間）の光ネットサービスの提供開始日の前日または第１４条（当社が行う解

約）第２項の契約期間の満了日を待たずして本契約を解約するときは、あらかじめ本サービス取扱所に通知

していただきます。その通知があった暦日をもって本契約は解約されるものとします。 

２ 前項の場合、本サービスの契約期間は解約した日の前日までとします。 

 

（初期契約解除） 

第１３条の２ お客さまは、契約内容通知を受領した日から起算して８日を経過するまでの間、当社に書面を発

することまたは当社所定の方法により通知することにより本契約の解除を行うことができます。この効力は、お

客さまが当社が別途定める書面を発した日または通知を完了した日に生じます。 

２ お客さまが、初期契約解除を行った場合、当社は、本契約の解除までの期間に提供した本サービスに係る

料金などを請求いたします。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２４年４月１日から実施します。 

 


